
（様式第１号）

○申請に対する処分の審査基準・標準処理期間

保健福祉部　子育て支援課　子ども育成係

児童福祉団体による児童館の利用

徳島市立児童館条例

第５条第２項

（電話　６２１－５１９２）

１　利用申請ができる者
　⑴　児童福祉団体

２　利用目的
　⑴　児童の健全育成に関する会合及び事業

３　利用申請の方法
　⑴　児童館利用申請書（徳島市立児童館条例施行規則第４条第１項に基
　　づく）を、あらかじめ市長に提出。
　⑵　申請内容
　　①　利用目的
　　②　利用する施設
　　③　利用日時
　　④　利用予定人員
　　⑤　その他

４　利用承諾
　⑴　申請の利用目的その他の事情を考慮し、適当と認めるときは、児童
　　館利用承諾書（徳島市立児童館条例施行規則第４条第２項に基づく）
　　を交付。

徳島市立児童館条例施行規則

設定等年月日 平成２４年８月１日設定（平成３０年　４月　１日最終変更）

標準処理期間 総日数　　　　７　　日（休日を除く）

（設定しない 　
ものについて 　
はその理由）

設定等年月日 平成２４年８月１日設定（平成　　年　　月　　日最終変更）
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